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　「子どもの看護のための休暇」は2002年４月に制度が新設され、その時点では、未就学児が２人以上いても職員１人につき５日となっていました。しかしその後、職場から「これでは少なすぎる、働きつづけられない」等の強い要求が出て、2010年に未就学児が２人以上いれば１０日と日数が増加しました。しかし現在の取扱いでは、小学校入学等により未就学児が１人となった場合、１～３月に子どもの看護休暇を５日取得してしまうと、それ以降まったく取得できなくなってしまうことから、各職場で年度初めに大きな混乱をもたらしていました。
　この間女性協は、交渉等でこのように混乱している職場状況を人事院に強く訴え、さらなる改善要求を行ってきたところです。
　これを受け、今般人事院が、「子の看護休暇等の上限日数の取扱いについて」解釈を改める職員福祉課長通知を発出することになりました。
　その内容は、
　①子の小学校入学等により、年の途中で小学校就学の始期に達するまでの子の人数が２人以上から１人となった場合は、その時点の残日数（残日数が５日を超える場合には、５日）の範囲内で、子の看護休暇を取得できることとする。（例えば１～３月までに７日使用していた場合４月以降は３日取得可能。）
　※従来は、小学校就学の始期に達するまでの子の人数が２人以上から１人になった場合は、それまでに取得した子の看護休暇の日数を５日から差し引くこととしており、この結果、入学等までに５日以上の休暇を取得していた場合には、入学等以降に子の看護休暇を取得することができないこととしていた。
　②非常勤職員が子の看護休暇の取得をする場合で、年度途中で小学校就学の始期に達するまでの子の人数が２人以上から１人になった場合も、①と同様とする。
　③短期介護休暇の上限に数についても、①及び②と同様とする。
　④平成３０年４月１日から実施する。
[bookmark: _GoBack]となっており、就学時に係る子どもの看護休暇の改善を勝ち取りました。
　この制度改善は、職場の職員一人ひとりの声を分会、支部、本部、女性組織等が労働組合として受け止め、当局及び人事院交渉等で強く要求してきた結果です。この成果をきちんと職場に広め、さらに仲間を増やしていきましょう。
　女性協は、子どもの看護休暇について、子ども一人あたり５日、就学後も取得可能にとの要求もかかげています。今後も、育児・介護の両立支援制度について、さらなる改善を求めてみんなであきらめずにとりくみを続けていきましょう。
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